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第1号議案
2022年度 事業報告

はじめに
河合町人権教育推進協議会は、１９７９年の結成以来、本協議会規約第２条に

ある「基本的人権と民主主義の確立をめざし、部落問題を中心としたあらゆる人
権問題を解決に導き、真の人権文化を創造することを目的とする。」を理念とし、
さまざまな問題に取り組んできました。そして、一人ひとりがそれぞれの地域課題
に焦点をあて、人権意識が根付いたまちづくりを着実に推進するため、一歩ずつ
その歩みを進めてきました。
しかし、社会には依然として許しがたい人権問題が山積しています。戸籍・住

民票などの個人情報を不正に取得したり、役所への問い合わせで同和地区出
身であることを特定しようとする事例が多数報告されています。また、匿名性を利
用したインターネット上への悪質な書き込みへの早急な対策が求められます。
社会は、従来の集団型社会から個々を尊重する社会へと急速に変容していま

す。もちろん、個人のプライバシーや価値観は尊重されなければなりませんが、そ
の一方で、それゆえにさまざまな人権問題が見えづらく、隠されてしまう事例が増
加しています。その象徴が、子どもや高齢者への虐待やDV（ドメスティック・バイオ
レンス）でありますし、コロナ禍で増加しているともいわれています。また、近年そ
の深刻さを増している老老介護・認認介護など、社会全体で対応しなければなら
ない問題の深刻さも浮き彫りになっています。
他にも、障がい者やLGBTQ（性的少数者）に対する差別・忌避意識、在日・訪

日外国人を排除しようとする言動、新型コロナウイルス感染症の罹患者や医療
従事者への差別など、課題を挙げればきりがありません。悪意なく発した些細な
言動が、受けた側からすれば差別と感じることもあります。“誰一人取り残さない
社会”の実現に向けて相手の立場や視点に立ち、正しく理解することがいかに大
切であるかを、研修や交流を通して学び合いました。
2020年度、2021年度はコロナ禍により多くの命が奪われ、経済的な打撃も

相まって人々のつながりが分断されました。2022年度もコロナの流行は続きまし
たが、本協議会は工夫を凝らし“ウィズコロナ”の考え方のもと、3年ぶりの対面
型による総会をはじめとした諸活動を実施しました。そして、水平社創立100周
年を機に世界初の人権宣言「水平社宣言」にふれ、これからの活動の道しるべと
すべく想いを馳せました。
以下、202２年度の事業について報告します。

-１-



◇主催事業の経過

（１） 総 会（参加者57名）

・日 時 ２０２２年7月4日（月）14：00～15：30
・場 所 河合町中央公民館 集会室
・研 修 ビデオ視聴「夕焼け」（ヤングケアラー問題）

（2） 人権学習講座（全４回）

第1回［フィールドワーク事前学習］（参加者14名）

・日 時 ２０２2年９月9日（金）１４：００～16：00
・場 所 河合町中央公民館 視聴覚室

・講 演 「水国争闘事件の現地を歩く
～川西町下永教願寺から田原本町八尾鏡作神社まで～」

・講 師 (公財)世界人権問題研究センター登録研究員 吉田 栄治郎さん

第2回［フィールドワーク］（参加者14名）

・日 時 ２０２2年１０月２0日（木）１３：００～１６：３０
・場 所 川西町下永～田原本町八尾
・ガ イ ド (公財)世界人権問題研究センター登録研究員 吉田 栄治郎さん

第3回（参加者19名）

・日 時 ２０２2年１1月4日（金）１４：００～１６：００
・場 所 河合町中央公民館 視聴覚室
・講 演 「犯罪被害者等の人権を守るために」
・講 師 なら犯罪被害者支援センター 事務局長 東元 伸光さん

第4回（参加者18名）

・日 時 ２０２2年１２月2日（金）１４：００～１６：００
・場 所 河合町中央公民館 視聴覚室
・講 演 「高齢者の権利擁護とは何か、一緒に考えましょう

～高齢者虐待の実例から～」
・講 師 まつうら社会福祉事務所代表 社会福祉士 松浦 健二さん

（3） 現地人権学習会［2回に分けて実施］（参加者計44名）
・日 時 ２０２2年11月3日（木・祝）・30日（水）13：30～15：00
・場 所 御所市 水平社博物館
・内 容 館内展示物見学及び周辺フィールドワーク
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◇各種研修会・研究会及び共催事業の経過

年月日 事 業 名 会 場 参加者

５月１９日
奈良県人権教育推進協議会（以下奈人推協）
第６０回総会

葛城市
マルベリーホール

５

５月２３日
北葛城郡人権教育推進連絡協議会（以下郡人推連協）
第３９回総会

河合町
中央公民館

１３

６月１４日
郡人推連協
第１回講師団講師研修会

御所市
水平社博物館

5

７月 ７日
奈人推協
第３７回部落問題講座

大淀町
あらかしホール ４

７月 ９日
河合町人権・同和問題啓発活動推進本部
差別をなくす町民集会

河合町
まほろばホール

９９

８月 ６日
奈人推協
第４３回平和・解放教育講演会

大和高田市
さざんかホール ４

８月２６日
奈人推協
第４７回夏期研修会

葛城市
マルベリーホール ３

９月１０日
奈人推協
第３６回識字交流研修会

河合町
まほろばホール ３

１０月２１日
奈人推協
第２２回ブロック別研修会（西部ブロック）

生駒市
北コミュニティセンター ４

１ １月 ２ ６日
～２７日

全国人権教育研究協議会
第７３回全国人権・同和教育研究大会［奈良大会］
（第５４回奈人推協研究大会を兼ねる）

奈良市
なら１００年会館ほか

７４

１２月 １０日
奈人推協
第５６回人権問題講演会

葛城市
マルベリーホール 3

１２月１７日
奈人推協
第２１回識字合同学習会（ふれあい広場）

川西町
コスモスホール ３

２０２３年
１月２０日

郡人推連協
第３１回「人権と部落問題」郡民研究集会

河合町
まほろばホール

４０

２月１７日
郡人推連協
第２回講師団講師研修会

河合町
中央公民館

６

【奈人推協】理事会４回 事務局長会議６回
【郡人推連協】理事会２回 会長・事務局合同会議７回 事務局会議４回
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第 2号議案
２０２２年度 会計決算

（収入の部） （単位：円）

（支出の部） （単位：円）

【収入額】 【支出額】 【執行残額】

1,568,004 円（A） － 1,186,753 円（B） ＝ 381,251 円（C）
※ 執行残額については町に返金

項 目 当 初 予 算 額 収 入 額 増 減 額 備 考

町補助金 1,518,000 1,568,000 50,000
町補助金

郡人推連協補助金

雑 収 入 0 4 4 預金利息

計 1,518,000 1,568,004

（A）

50,004

項 目
当初予算額

（1）

流 用 額

（2）

予 算 現 額

（1）＋（2）＝（3）

支 出 額

（4）

執行残額

（3）－（4）
備 考

事務局費 30,000 0 30,000 27,560 2,440 切手代等

会 議 費 6,000 △1,433 4,567 830 3,737 会場使用料

図 書 費 27,000 1,433 28,433 28,433 0 研究図書費

事 業 費 1,174,000 △3,960 1,170,040 900,930 269,110
各種

研修会費等

行 動 費 8,000 3,960 11,960 11,960 0 出張旅費

負 担 金 253,000 0 253,000 217,040 35,960
県・郡

負担金

予 備 費 20,000 0 20,000 0 20,000

計 1,518,000 1,518,000 1,186,753

（B）

331,247

（C）

-４-



-５-



第５号議案

2023年度 活動方針（案）
はじめに
河合町人権教育推進協議会は、すべての町民が人権問題について正しい理解

と認識を深め、部落問題をはじめとするあらゆる差別の撤廃と、だれもが安心して
くらすことのできる社会の実現をめざしています。そして、奈人推協や郡人推連協、
その他多くの機関・団体と連携しながら、活動を推進してきました。
さて、今年は関東大震災から１００年の節目の年にあたります。1923（大正１２）

年９月１日正午頃、南関東を中心に死者・行方不明者約１０万5,000人と推測され
る、震度６の大地震が発生しました。当時、ほとんどの建物は木造で、ちょうど昼食
の準備で多くの家庭で火を使っていたことも災いし、東京や神奈川の中心部は一
面火の海となりました。そして、大勢の避難民や震災孤児が、行く当てもなく路頭に
迷いました。その混乱の中で「朝鮮人や共産主義者が井戸に毒を入れた」というデ
マが流れ、それを信じた自警団などにより、朝鮮人をはじめ、中国人、聴覚に障がい
のある日本人、共産主義者などが虐殺されるといったむごたらしい事件が起こりま
した。まさに、人間や社会は命をも脅かされる事態に陥ると、誰かを差別したり落と
し込めることで乗り切ろうとする危険性があるのです。これこそ差別の本質ではない
でしょうか。私たちはこの過去の痛ましい出来事を教訓とし、差別は物事の正しい
判断を曇らせ互いを争わせることで人々を分断し乗り越えようとする力を奪うことに
しかならないことを、肝に銘じなければなりません。
世界に目を向けると、ロシアによるウクライナ侵攻やミャンマーでの国民弾圧、ス

ーダンでの内戦など、専制・独裁政治による争いが絶えません。その結果、一般市
民（特に、社会的弱者とされる子どもや女性、高齢者）が真っ先に標的にされ、目を
覆いたくなるような惨劇が起こっています。このようなことを許していては、核兵器を
ちらつかせ、強力な武力を背景に、力で国や人々を従わせることが当たり前の世界
になってしまいます。戦後、いわゆる“平和国家”としての歩みを進めてきた私たちに
とっても、決して他人事では済まされません。
国内でも急激な物価上昇を生み、その値上がりが家計を圧迫し経済格差がます

ます顕在化しています。生活保護率が過去最高になっているのも、その表れです。大
人たちのしんどさは、そのまま子どもの貧困を生み、一層加速させているのです。こ
れはまさに人権侵害であり、私たち一人ひとりがきちんとこうした問題に目を向ける
ことが問われているのではないでしょうか。
こうした一方、法整備や住民運動による“差別する側の意識への働きかけ”が少

しずつ実を結び、一定の成果を挙げています。そして、さらなる前進をめざして人権
問題に立ち向かい、どうすれば次の世代へ“真に差別のない、一人ひとりが互いを
尊重し支え合うまち”を残せるのかを真剣に考え、行動に移す時なのではないでし
ょうか。また、私たちがこれまで取り組んできた人権教育・啓発のありようについても、
真摯な姿勢での振り返りが必要です。日頃の活動の真価が今ほど問われている時
はないとの認識で、現状をみつめ「今できること」を１つずつ積み上げていきましょ
う。
以下、国及び地方自治体の施策や、SDGｓ※１の理念、奈人推協及び郡人推連

協の提示する活動方針を踏まえ、２０２３年度の活動方針を提案します。
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基本課題

１．あらゆる人権をめぐる現状と課題を正しく認識し、取組を進めよう
インターネットやスマホ、ＳＮＳ※２などに象徴される高度情報社会の発展によって、

いつでも・どこでも多様な情報を瞬時に得ることができ、また、相互に情報発信や
意見交換ができるようになりました。特に、１０代から２０代の若い世代にとっては、
日常の１コマとして当たり前のように生活の中にあります。確かに、私たちの暮らし
は便利になり、家から出ずとも買い物ができたり、旅行の疑似体験ができるように
なりました。しかし、その一方でインターネット上には部落差別を煽る情報をはじめ、
在日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチ、社会的少数者や弱者への攻撃などが
あふれています。
ネット被害は子どもにとっても無縁ではありません。学校教育の現場でもパソコン

やタブレットが導入され、学習するうえでの重要なアイテムとなっています。その反面、
匿名性を悪用した書き込みによるいじめや、性犯罪が多数報告されています。その
結果、自ら「いのち」を絶ってしまったり、不登校や家出などの事案が数多く報告さ
れています。日頃から、地域の大人や先生方と子どもとの関わり、信頼関係をつくっ
ていくことの大切さが問われています。私たち周りの大人は、身近なところにいる子
どもの状況をよく観察し、少しの変化にでも気付けるような関係性を築く必要があ
ります。また、ヤングケアラー※３の存在も社会問題化しています。これも孤立させな
い、みんなで支えていけるしくみづくりが求められています。
社会全体では、コロナ禍が拍車を掛けた社会的・経済的不安感が暗い影を落と

しています。そして、さまざまな形態での特殊詐欺や、場当たり的な強盗殺傷事件が
連日報道されています。当たり前の日常を突然奪われる被害者の無念さを考えると、
胸が張り裂ける思いです。さらに、加害者が罪を犯した背景にも目を向け、同じよう
な事件を起こさせない環境整備が必要です。
外国人を取り巻く状況では、技能実習生を劣悪な環境で働かせたり、不当な中

間搾取が横行しています。在日外国人や、さまざまな理由により国を追われ日本で
生活している人たちに対する差別や偏見も、日本人として恥ずべきことです。
障がい者の人権保障に関しても、解決すべき問題が山積しています。駅のホーム

や踏切での痛ましい事故は、教訓として同じことが起きないよう改善しなければなり
ません。また、介助犬への無理解や、外見からは分かりづらい内部機能障がいのあ
る方への接し方などをより良きものにするため、一人ひとりが積極的に学習し自身
の知識と感性を養いましょう。
他にも、国の施策上、新型コロナウイルスの扱いは一時期より緩和されてはいま

すが、完全に終息したわけではありません。そして、今も感染したり後遺症で悩まさ
れている人が大勢います。決して過去のものではなく、今後、もし再び感染爆発した
としても、学び得た大切なものを活かして立ち向かわなければなりません。

差別の現実に深く学び、部落問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決をめざして、

くらしをみつめ、豊かな未来を切り拓く取組を進めよう。
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以上のように、混沌とした社会だからこそ、私たちは自分の果たすべき役割を自
覚し、寛容の精神と勇気を持って具体的な行動を起こすことが求められています。
人間関係が希薄になりがちな昨今ですが、問題意識を共有し「人と人」「人と地
域」がつながり支え合う、人権尊重を基盤としたまちづくりを進めていきましょう。

２．人と人とが豊かにつながる地域づくりをめざして取り組もう
世界人権宣言の精神を根底に、人権という普遍的文化を地域や社会に確立しよ

うとする取組は、近年より一層推進されてきました。国内において制定・策定された
法律や条例には、主に以下のようなものがあります。
２０１６年
「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（ヘイトスピーチ解消法）
「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」
「奈良県犯罪被害者等支援条例」

２０１７年
「奈良県手話言語条例」

２０１９年
「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」

２０２０年
「労働施策総合推進法」（パワハラ防止法）

また、河合町では２０２０年１０月に「河合町手話言語条例」が施行されました。
手話が言語であるとの認識を一般的なものとするための理解促進と、さらなる普及
を目的としています。さらに、今年４月には「河合町まちづくり自治基本条例」が施
行されました。住民自治を確立し、一人ひとりの基本的人権が守られ多様性を認め
合いながら、安心で安全にくらすことができるまちづくりが基本理念となっています。
このことからも、あらゆる場面で人権尊重の立場に立ち、さまざまな人権問題に

気づく感性を磨くことが大切です。
関係機関が主催する研修会や交流の場に積極的に参加し、そして学び得たこと

を次は発信することで、自らの人権意識をより強固なものへと深化させましょう。
そして一歩一歩確実に、共に歩みを進めましょう。

※１ ＳＤＧｓ : サステナブル・デベロップメント・ゴールズの略。日本語訳：持続可能な開発目標。
２０１５年９月の国連サミットで加盟国の全会一致により採択され、１７のゴールを
軸に「地球上の誰一人取り残さない」ことを誓っている。

※２ ＳＮＳ : ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。インターネット上のネットワークを通じ
て人と人をつなぎ、コミュニケーションが図れるように設計されたサービス。
（例 フェイスブック・ツイッター・LINE・インスタグラム・TikTok など）

※３ ヤングケアラー : 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを、日常的に行
っている子どものこと。責任や負担の重さにより、学業や交友関係に影響
することがある。
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２０２３年度 事業計画（案）
◇ 主催事業

◇各種研修会・研究会への参加及び共催事業

年月日 事 業 名 会 場

７月 ４日 理事会 河合町中央公民館

７月１８日 総会 河合町中央公民館

７月１８日 総会後、ビデオ視聴による研修 河合町中央公民館

9月～12 月 人権学習講座（4回） 河合町、宇陀市、御所市

1１月 現地人権学習会 斑鳩町

年月日 事 業 名 会 場

５月１８日 奈人推協第６１回総会
葛城市
マルベリーホール

５月２６日 郡人推連協第４０回総会
王寺町
やわらぎ会館

７月 ５日 郡人推連協第１回講師団講師研修会
王寺町
やわらぎ会館

７月 ６日 奈人推協第３８回部落問題講座
川西町
コスモスホール

７月 ８日 河合町人権・同和問題啓発活動推進本部差別をなくす町民集会
河合町
まほろばホール

７月２６日 全人教教育課題別研究会 和歌山県和歌山市

８月 ６日 奈人推協第４４回平和・解放教育講演会
奈良市
なら１００年会館

８月２８日 奈人推協第４８回夏期研修会
斑鳩町
いかるがホール

９月 ５日 奈人推協第２３回ブロック別研修会（西部ブロック）
斑鳩町
中央公民館

９月 ９日 奈人推協第３７回識字交流研修会 未定

１０月１４日 奈人推協第５５回研究大会
葛城市
マルベリーホール 他

１０月２７日 郡人推連協第２回講師団講師研修会 奈良市

１１月 ２ ５日
～２６日

全人教
第７４回全国人権・同和教育研究大会 兵庫県明石市 他

１２月 １０日 奈人推協第５７回人権問題講演会
葛城市
マルベリーホール

１２月１６日 奈人推協第２２回識字合同学習会（ふれあい広場）
川西町
コスモスホール

２０２４年
１月２６日

郡人推連協
第３２回「人権と部落問題」郡民研究集会

王寺町
文化福祉センター

【奈人推協】理事会４回 事務局長会議６回
【郡人推連協】理事会２回 会長・事務局合同会議７回 事務局会議２回
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第６号議案
２０２３年度 会計予算（案）

（収入の部） （単位：円）

（支出の部） （単位：円）

項 目
２ ０ ２ ２ 年 度

予 算 額

２ ０ ２ ３ 年 度

予 算 額
備 考

補 助 金 1,518,000 740,000 町補助金

雑 収 入 0 0

計 1,518,000 740,000

項 目
２ ０ ２ ２ 年 度

予 算 額

２ ０ ２ ３ 年 度

予 算 額
備 考

事 務 局 費 30,000 25,000 切手代等

会 議 費 6,000 2,000 会場使用料

図 書 費 27,000 27,000 研究図書費

事 業 費 1,174,000 46３,000 各種研修会費等

行 動 費 8,000 2５,000 出張旅費

負 担 金 253,000 188,000
奈人推協負担金

郡人推連協分担金

予 備 費 20,000 10,000

計 1,518,000 740,000
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加盟機関・団体（６７機関・団体）
（敬称略）（順不同）

河 合 町 消 防 団 文 化 協 会

河 合 町 議 会 選 挙 管 理 委 員 会 婦 人 会

池 部 自 治 会 行 政 相 談 員 子 ど も 会 連 合 会

穴 闇 大 字 民 生 児 童 委 員 協 議 会 人 権 教 育 研 究 会

長 楽 自 治 会 保 護 司 人 権 擁 護 委 員

城 古 大 字 更 生 保 護 女 性 会
人 権 ・ 同 和 問 題
啓 発 活 動 推 進 本 部

市 場 自 治 会 老 人 ク ラ ブ 連 合 会
NPO なら人権情報センター
河 合 支 局

西 穴 闇 大 字 身 体 障 害 者 協 会 ス ポ ー ツ 協 会

大 字 城 内 手 を つ な ぐ 育 成 会 医 師 会

大 輪 田 自 治 会 遺 族 会 歯 科 医 師 会

薬 井 大 字 商 工 会 農 業 委 員 会

山 坊 自 治 会 教 育 委 員 会 緑 化 推 進 委 員 会

佐 味 田 自 治 会 社 会 教 育 委 員 食 品 衛 生 協 会

泉 台 自 治 会 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会 食 生 活 推 進 研 究 会

星 和 台 自 治 会 第 一 小 学 校 青少年健全育成連絡会

星 和 台 公 団 自 治 会 第 一 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 郷 土 を 学 ぶ 会

広 瀬 台 自 治 会 第 二 小 学 校 観光ボランティアガイドの会

中 山 台 自 治 会 第 二 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ ボラ ンテ ィ ア連絡協議会

高 塚 台 自 治 会 第 一 中 学 校 要保護児童対策地域協議会

高 塚 台 二 丁 目 自 治 会 第 一 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 交 通 安 全 対 策 協 議 会

久 美 ケ 丘 自 治 会 第 二 中 学 校 地 域 安 全 推 進 委 員 会

緑 ヶ 丘 自 治 会 第 二 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ

彩 り の 杜 自 治 会 か が や き の 森 こ ど も 園
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河合町人権教育推進協議会 規約

（名称）
第１条 本会は、河合町人権教育推進協議会と称する。
（目的）
第２条 本会は、基本的人権と民主主義の確立をめざし、部落問題を中心とした
あらゆる人権問題を解決に導き、真の人権文化を創造することを目的とする。
（事業）
第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）人権教育に関する研修会、講演会、講習会の開催。
（２）人権教育の各種学習資料の収集と作成。
（３）人権教育の各種調査研究。
（４）関係諸団体との連絡提携。
（５）その他必要と認める事項。
（組織）
第４条 本会は、河合町内にあって本会の趣旨に賛同する機関及び、団体をもっ
て組織する。
（機関）
第５条 本会に次の機関を置く。
（１）総会
（２）理事会
（総会）
第６条 総会は、加盟団体から選出された代表者で年１回開き次のことを行う。
（１）会務の報告と承認。
（２）活動計画の審議決定。
（３）決算の承認および、予算、事業計画の審議決定。
（４）役員の承認。
（５）規約の決定及び変更。
（６）その他必要事項。
（理事会）
第７条 理事会は別表の加盟団体から選出された理事をもって構成する。
２ 理事会は総会に次ぐ議決機関で、必要に応じて開催し、次の事を審議する。
（１）本会の運営についての審議。
（２）総会に提出する議案の審議。
（３）活動計画の推進並びに実践の交流。
（４）役員の選出。
（５）その他、必要事項。
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（役員）
第８条 本会に次の役員をおく。
（１）会長 １名
（２）副会長 ２名
（３）会計 １名
（４）監査 ２名
（役員の任務）
第９条 役員の任務は、次のとおりとする。
（１）会長は、会務を統括し、あわせて会議の議長となる
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。
（３）会計は、本会の会計を処理する。
（４）監査は、会計を監査する。
（役員の任期）
第１０条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。なお、役員に異動
が生じた時、後任者は前任者の残任期間とする。
（顧問及び参与）
第１１条 本会に、顧問・参与を置くことができる。
２ 顧問・参与は、理事会で選出し、総会の承認を得る。
３ 顧問・参与は、会長の諮問に応じる。
（会議）
第１２条 本会の会議は、会長が召集する。会議の議決は、出席者の過半数の同
意を得なければならない。しかし、会の性格上、可能な限り、全員一致で議事
を進めるように運営するものとする。
（事務局）
第１３条 本会の事務局は、河合町教育委員会生涯学習課におく。
２ 事務局に、事務局長１名、事務局員若干名をおき、会長が委嘱するものと
する。

３ 事務局長、事務局員は、会務および事務を処理する。
（経費）
第１４条 本会の予算は、補助金・寄付金をもってあてる。
（会計年度）
第１５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるも
のとする。

附則
この規約は、昭和６１年５月２７日から適用する。
平成１４年７月６日一部改正
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世 界 人 権 宣 言

採択 1948 年 12 月 10 日

国際連合第 3回総会

前 文

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利と

を承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言

論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々

の最高の願望として宣言されたので、

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないよう

にするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び

価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のう

ちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵

守の促進を達成することを誓約したので、

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするために

もっとも重要であるので、

よって、ここに、国際連合総会は、

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加

盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、

これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれ

らの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によっ

て確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき

共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。
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